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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から発光された光を上下方向には反射せず、３６０度の水平方向に反射するパラボ
ラ又は円錐状の第１反射部と、
　前記第１反射部の一側に形成され、前記第１反射部から反射された光を再び反射させる
第２反射部と、
　を含むことを特徴とする二重反射部構造。
 
【請求項２】
　前記第２反射部は、曲面を有する外壁状に形成され、前記第１反射部の一側から上方に
突出して設けられることを特徴とする請求項１に記載の二重反射部構造。
 
【請求項３】
　前記第２反射部の内側には、複数の屈折部が形成されることを特徴とする請求項１に記
載の二重反射部構造。
 
【請求項４】
　前記第１反射部と第２反射部は、複数個が形成されることを特徴とする請求項１に記載
の二重反射部構造。
 



(2) JP 5933242 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は二重反射部構造に係り、より詳しくは、少数の光源でも一定量の光を発光させ
ることができる二重反射部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ランプは電源供給により光を発生するもので、自動車のヘッドランプは、前方
に光を照射して運転者の視野を確保する。リアランプは、光を後方に照射して走行中の車
両の移動を後方から確認することができる。自動車の夜間走行時には、前方視野の確保、
及び後方運転者への警告のため、運転者がスィッチを作動させてヘッドランプ又はリアラ
ンプを点灯した状態にする。このように、車両用ランプは車両の前方又は後方に取り付け
られ、車両内側のハウジングに設けられる光源と、この光源から発光される光を反射させ
るリフレクターと、該リフレクターを介して反射された光を外部に照射させるレンズから
なる。しかしながら、従来は、点灯イメージ具現のため、多数の光源を用いる場合、原価
が増加するとの問題があった。光源が少ないと点灯イメージが制限されて商品性が低下す
るとの問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－４８５０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、このような問題点を解消するためなされたもので、少数の光源でも一定量の
光を発光させることができる二重反射部構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による二重反射部構造は、光源から発光された光を上下方向には反射せず、３６
０度の水平方向に反射するパラボラ又は円錐状の第１反射部と、前記第１反射部の一側に
形成され、前記第１反射部から反射された光を再び反射させる第２反射部と、を含むこと
を特徴とする。
 
【０００７】
　前記第２反射部は、曲面を有する外壁状に形成され、前記第１反射部の一側から上方に
突出して設けられることが好ましい。
【０００８】
　前記第２反射部の内側には複数の屈折部が形成されることが好ましい。
【０００９】
　前記第１反射部と第２反射部は、複数個が形成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、光源数の減少によりコストを節減でき、また光源から発光される光が
二重反射部を介して色々の角度で反射され、外部へ照射されることにより多様な点灯イメ
ージを提供して商品性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の二重反射部の構造を示す図である。
【図２】（ａ）は、本発明の二重反射部構造の第１反射部を示す斜視図であり、（ｂ）は
、本発明の二重反射部構造の第１反射部を示す平面図である。
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【図３】本発明の二重反射部構造の第１反射部と第２反射部を介して反射する光を示す平
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態を、図面を参照しながら詳しく説明する。
【実施例】
【００１３】
　図１～図３は、本発明の二重反射部の構造に関するものであり、図１は本発明の二重反
射部構造を示す図であり、図２は本発明の二重反射部構造において第１反射部を示す図で
あり、図３は本発明の二重反射部構造において第１反射部と第２反射部を介して反射する
光を示す平面図である。
【００１４】
　本発明の二重反射部構造は、図１～図３に示すように、光源１２から発光された光を色
々の角度で反射させる第１反射部１００と、第１反射部１００の一側に備えられ第１反射
部１００から反射された光を色々の角度で再び反射させる第２反射部１１０とからなる。
光源１２から発光される光が、二重反射部を介して色々の角度で反射され、外部に照射さ
れることにより多様な点灯イメージを具現することができる。これを技術上の基本特徴と
する。
【００１５】
　以下、本発明の二重反射部構造に対する各構成要素を、図面を参照しながら一つずつ説
明する。まず基本は、図１に示すように、光を反射させる第１反射部１００と、第１反射
部１００の一側に備えられる第２反射部１１０とが備えられる。第１反射部１００で光を
照射することができるようにランプ１０内部には光源１２（図２を参照）が備えられる。
このとき、光源１２は、点灯イメージの最大化のためＬＥＤが望ましい。
【００１６】
　第１反射部１００は、光源１２から発光された光を色々の角度で反射させるもので、リ
フレクタパネル１１の上面に備えられる。図２の（ａ）及び（ｂ）に示すように、第１反
射部１００はパラボラ（ｐａｒａｂｏｌａ）又は円錐状に成形され、光源１２から発光さ
れた光を色々の角度で反射させることを可能にし、このとき、反射角度はパラボラ又は円
錐状により３６０度の方向に拡散し反射される。しかし、図２の（ａ）に示されているよ
うに、上下方向には光が反射されないようにしてハイビーム／ロウビームに対する領域を
侵害しないようにすることが好ましい。
【００１７】
　図１に示すように、第２反射部１１０は第１反射部１００の一側に形成され、第１反射
部１００から反射された光を色々の角度で再び反射させるもので、上面に第１反射部１０
０が備えられたリフレクタパネル１１の側面に備えられる。ここで、図３に示すように、
第２反射部１１０は、曲面を有する外壁状に形成され、第１反射部１００の一側から上方
に突出するように設けられる。第１反射部１００を介して反射された光は、第２反射部１
１０へ反射された後、分散されずに一定の角度で反射される。
【００１８】
　一方、第２反射部１１０の内側には多数の屈折部１１１が形成され、第１反射部１００
を介して反射された光が、第２反射部１１０の屈折部１１１によって屈折及び反射され、
外部に照射され得るようにすることが好ましい。第１反射部１００と第２反射部１１０は
、複数個が形成されることが好ましい。
【００１９】
　以下、本発明の作用及び効果を説明する。図１及び図２に示すように、本発明は、光源
１２から発光された光を色々の角度で反射させる第１反射部１００と、第１反射部１００
の一側に備えられ第１反射部１００から反射された光を色々の角度で再び反射させる第２
反射部１１０とでなり、光源１２から発光される光が二重反射部を介して色々の角度で反
射され、外部に照射され得るようにして点灯イメージを向上させることができるようにす
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【００２０】
　このとき、第１反射部１００は、パラボラ又は円錐状に成形され光源１２から発光され
た光を色々の角度で反射させることを可能にし、第２反射部１１０は、第１反射部１００
の一側に形成され第１反射部１００から反射された光を色々の角度で再び反射させるもの
で、図３に示されているように、第１反射部１００を介して反射された光が第２反射部１
１０に反射されたあと、分散されず一定の角度で反射することができるようにし、第２反
射部１１０の内側に形成された多数の屈折部１１１により屈折及び反射され外部に照射さ
れ得るようにすることにより、少ない光源の個数でも光を色々の角度で反射させ外部に照
射するにより、多様な点灯イメージを具現することができる。
【００２１】
　本発明の二重反射部構造は、光源から発光された光を反射させる第１反射部と、第１反
射部の一側に形成され第１反射部から反射された光を再び反射させる第２反射部とで構成
され、光源数の減少によりコストを節減させるとともに、光源から発光される光が二重反
射部を介して色々の角度で反射され外部に照射されることにより、多様な点灯イメージを
提供して商品性を向上させるのに卓越した利点を有する。
【００２２】
　本発明は、上述の実施例に限定されるものではなく、種々の変形が可能であるのは勿論
である。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　　ランプ
　１１　　リフレクタパネル
　１２　　光源
　１００　　第１反射部
　１１０　　第２反射部
　１１１　　屈折部
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